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（億円） （％）

（年）
（注１）課税割合は、各年の課税件数／死亡者数であり、負担割合は、各年の納付税額／合計課税価格である。
（注２）相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む（平成21年度は補正後予算額）。

　

最近における相続税の課税割合・負担割合及び税収の推移

　バブル期以後は、課税割合、負担割合及び相続税収とも減少傾向にあり、特に、課税割合及び

負担割合は、バブル期以前よりも低い水準となっている。
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三大圏商業地
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全国・全用途

基礎控除

《法定相続人は、配偶者＋子２人とする。》

現在の基礎控除は、バブル期の地価の急騰に伴い引き上げられてきたもの。

他方、近年の地価はバブル期以前の水準まで下落している。

2,000万円 ＋ 400万円
        ×法定相続人数

4,000万円 ＋ 800万円
×法定相続人数

5,000万円 ＋ 1,000万円 × 法定相続人数

4,800万円 ＋ 950万円 ×法定相続人数

基礎
控除

地価公示価格指数と基礎控除　（58年＝100）の推移
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２,０００万円 ４,０００万円 ４,８００万円

＋ ＋ ＋
４００万円 × 法定相続人数 ８００万円 × 法定相続人数 ９５０万円 × 法定相続人数

（３，２００万円） （６，４００万円） （７，６５０万円）

　（注）　基礎控除の（　）内は、法定相続人が３人（例：配偶者＋子２人）の場合の額である。

1

基礎控除等 同　　左

５,０００万円

＋
１,０００万円 × 法定相続人数

（８，０００万円）

（昭和６３年１月１日以降適用） （平成４年１月１日以降適用） （平成６年１月１日以降適用） （平成１５年１月１日以降適用）

昭和６３年１２月改正 平成４年度改正 平成６年度改正 平成１５年度改正（現行）

区　　分

税率構造

昭和６３年１２月改正前

13段階 13段階

5億円超
（最高税率　75%)

5億円超
（最高税率　70%)

10億円超
（最高税率　70%)

20億円超
（最高税率　70%)

3億円超
（最高税率　50%)

（イメージ図）

13段階 13段階

　

９  段  階

14段階
９  段  階

９段階

　

６  段  階
６段階

最 近 に お け る 相 続 税 の 税 率 構 造 の 推 移

税率構造については、昭和６３年以降累次にわたり、最高税率の引下げを含む累進構造の緩和が行われている。
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昭和58年～

(制度創設)

４０％ ６０％ ７０％

３３０㎡ ４００㎡

２４０㎡

1

昭和63年～　

適用対象面積 ２００㎡

３０％ ５０％ ６０％減 額 割 合

適用対象面積 ２００㎡

８０％

居住用宅地

区　　　　　分 平成４年～　平成６年～ 平成11年～ 平成13年～

減 額 割 合 ８０％

事業用宅地

小規模宅地等の課税の特例の推移

　　小規模宅地等の課税の特例は、被相続人の事業又は居住の用に供されていた宅地について、相続税の課税価格

　を減額するもの。

　　制度創設以降、地価の高騰や事業の継続等に配慮して、累次にわたり、減額割合・適用対象面積を引き上げ。

（注１） 上記の区分は、申告期限（相続開始後10ヶ月）まで事業又は居住を継続する場合の減額割合・適用対象面積である。

（注２） 申告期限まで事業又は居住を継続しない場合の宅地及び不動産貸付用の宅地についての現行の減額割合は50％、適用対象面積は200㎡である。
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・相続財産：住宅用土地２００㎡、その他財産１億円

1

〔 平成３年 〕 〔 平成２１年 〕〔 昭和58年 〕

・所在地　：千代田区外神田三丁目

・相続財産：事業用土地２００㎡、その他財産１億円

１億８,９１８ 万円２,４１９ 万円 ５９２ 万円

路 線 価   ： ９３２ 万円/㎡ １６２ 万円/㎡

相続税額   ：

〔 平成３年 〕 〔 平成２１年 〕

相続税額   ： ２,８３０ 万円 ２６４ 万円

６３ 万円/㎡路 線 価   ： １５２ 万円/㎡２５ 万円/㎡

６８ 万円/㎡

〔 昭和58年 〕

１,４５３ 万円

・所在地  ：世田谷区成城六丁目

商業地の場合

（約 ８ 倍） （約 ３２分の１）

（約 ６分の１）（約 14 倍）

（約 ２ 倍）

（約 ６ 倍）

（約 １１分の１）

（約２分の１）

住宅地の場合

相 続 税 負 担 の 推 移 （東京都区部のケース）

（注） 商業地・住宅地とも、相続人は配偶者と子２人で、法定相続分により相続したものとして相続税額を計算。
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補  足  資  料 
 

 



 

 

 

 
 
１．基礎控除・税率 

税  率：10％から 50％までの累進税率（６段階） 

  基礎控除：5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人数 

 

２．課税状況（平成 19 年分） 

申告件数：46,820 件 

課税割合：  4.2 ％ 

  負担割合：  11.9 ％ 

    納付税額：   1.3 兆円 
 

（注）課税割合とは、年間課税件数/年間死亡者数であり、負担割合とは、納付税額/合計課税価格である。 

 

３．相続財産（課税遺産総額）の内訳（平成 19 年分） 

土地      5.6 兆円（47.8％） 

有価証券    1.8 兆円（15.8％） 

  現金・預貯金等 2.4 兆円（20.5％） 

  その他の財産  1.9 兆円（15.9％） 

   （家屋・構築物、生命保険金等） 

  合計      11.7 兆円 

相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税

価格として課される税。 

相 続 税 の 概 要 
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相続税の仕組み相続税の仕組み

税

額

控

除

（
配

偶

者

控

除

等

）

課税遺産
総額

基礎控除

非課税
財産等

子

法

定

相

続

分

で

按

分

配偶者

（1/2）

子

（1/4）

子

（1/4）

超

過

累

進

税

率

の

適

用

相

続

税

の

総

額

配偶者
実

際

の

相

続

割

合

で

按

分

子

納付

納付

相続税の総額の計算 各人の納付税額の計算
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相続税が課税される財産等相続税が課税される財産等

個人（注）が相続又は遺贈により
取得した財産のほか、次の財産
が対象

○ 死亡保険金、死亡退職金
等のみなし相続財産

○ 相続時精算課税に係る
贈与財産

等

相続財産
課税遺産総額

基礎控除

非課税財産等

5,000万円

＋
1,000万円

× 法定相続人数

非課税財産

課税価格の減額特例

○ 墓所、霊びょう等

○ 死亡保険金・死亡退職金のうち一定の金額

（500万円×法定相続人数）

○ 公益事業を行う一定の個人が相続又遺贈

（寄附）により取得した財産で、その公益事業

の用に供するもの

○ 相続人が、申告期限までに国や公益法人

等に贈与（寄附）した相続財産

等

○ 小規模宅地等の課税の特例
・ 事業用宅地（400㎡まで80％減額等）

・ 居住用宅地（240㎡まで80％減額等）

等

（注） 被相続人が、法人に遺贈

（寄附）した財産は、相続税

の対象外。

相続税額の計算

の基礎となる金額
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各相続人に対し取得額
に応じて税額を計算

相
続
税

課
税
遺
産
総
額

遺産課税による計算方法

相続人Ａ

相続人Ｂ

相続人Ｃ

分割前の課税遺産総額に対して一定の
率（累進又は定率）で税額を計算

相続税納税後の財
産を相続人が取得

（米・英） 遺産取得課税による計算方法 （独・仏）

課
税
遺
産
総
額

相続人Ａ

相続人Ｂ

相続人Ｃ

相

続

税

相続人Ａ

相続人Ｂ

相続人Ｃ

〔参 考〕

我が国の相続税の計算方法は、分割前の課税遺産総額をもとに相続税の総額を計算し、その相続税額を、

納税義務者である各相続人の実際の相続分に応じて按分するもの。

相続税の総額一定

遺産課税方式と同様に、分割前の課税遺産総額をもとに計算（法
定相続分（1/3）で按分して税率を適用し、相続税総額を計算）

課
税
遺
産
総
額

1/3

1/3

1/3

相

続

税

実際の相続分に応じ相続税総額を按分

相続人Ａ

相続人Ｂ

相続人Ｃ

相

続

税

各相続人の
実際の相続分

〔相続人等が納税義務者〕

〔遺言執行人等が納税義務者〕
〔相続人等が納税義務者〕

我が国の相続税の計算方法のイメージ我が国の相続税の計算方法のイメージ

死亡により遺産が当然かつ
包括的に相続人に承継され
るとする民法を前提
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相続税・贈与税における財産の評価の基本的考え方  
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による（相続

税法第２２条）。これを踏まえ、国税庁において多種多様な各種財産に係る具体的な評価方法を定め

ている。 

 

○ このほか、特別の定めとして、相続税法において定期金に関する権利（年金受給権など）等の評価

方法を規定している（注）。 
 

（注）現行の評価方法については、昭和 20 年代に相続税法に規定されて以来、特段の改正は行われていない。 

 
（参考）主な財産の具体的評価方法 

① 宅地  

イ 路線価方式 … その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、その宅地の形状等を考慮し

て補正をした価額により評価   

ロ 倍率方式  … 固定資産税評価額に、国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額により評価 

  ② 家屋  

     固定資産税評価額に１.０を乗じて計算した金額により評価 

  ③ 株式等 

   イ 上場株式等  … 課税時期の最終価格又は課税時期の属する月以前３ヶ月間の毎日の最終価格

の各月ごとの平均額のうち最も低い価額により評価 

   ロ 非上場株式等 … 原則として、会社の規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式及びその

併用方式により評価 
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贈 与 税 の 概 要 

 

 

 
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税

価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持つ。 
 

 

１．計算方法（基礎控除・税率等） 

  ⑴ 暦年課税 ⑵ 相続時精算課税 

    １年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控

除額を控除した残額について、累進税率を適用し贈与税

額を計算。 

  贈与時の税負担を軽減し、相続時に相続税で精算するもの。 

贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の合計額か

ら特別控除を控除した残額について、20％の税率を乗じて贈

与税額を計算。    

基礎控除：110 万円 贈与者が死亡した場合は、相続財産と贈与財産を合算して

相続税額を計算。 税  率：10％～50％の累進税率（６段階） 

  

 特別控除：累積で 2,500 万円（贈与者ごと） 

 〔住宅特例：1,000 万円上乗せ〕 

 税  率：一律 20％ 

 適用要件：贈与者：65 歳以上 

 〔住宅特例：年齢要件なし〕 

 受贈者：贈与者の推定相続人で 20 歳以上 

  

 ２．課税状況（平成１９年分）  

  ⑴ 暦年課税 ⑵ 相続時精算課税 

    申告件数   27.1 万件   申告件数   9.0 万件（うち、住宅特例 3.9 万件） 

    贈与財産額    0.9 兆円   贈与財産額 1.2 兆円（うち、住宅特例 4,760 億円） 

    納付税額      790 億円    納付税額   274 億円 
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